
 診療報酬改定は、 

 ① 予算編成過程を通じて内閣が決定した改定率を所与の前提として、 

 ② 社会保障審議会医療保険部会及び医療部会において策定された「基本方針」に基づき、 

 ③ 中央社会保険医療協議会において、具体的な診療報酬点数の設定等に係る審議を行い 

 実施されるものである。 

 

○社会保障審議会で決定された「基本方
針」に基づき審議 

 

○個別の診療報酬項目に関する点数設定
や算定条件等について審議 

中央社会保険医療協議会 

 
○基本的な医療政策について審議 
 
○診療報酬改定に係る「基本方針」を策定 

社会保障審議会 
医療保険部会・医療部会 

 

○予算編成過程を通じて改定率を決定 

内閣 

  診療報酬改定の流れ 

【中央社会保険医療協議会の委員構成】 
  支払側委員と診療側委員とが保険契約の両当事者として協議し、公益委員がこの両者を調整する「三者構成」 
    ① 支払側委員（保険者、被保険者の代表）      ７名 
    ② 診療側委員（医師、歯科医師、薬剤師の代表）  ７名 
    ③ 公益代表                         ６名（国会同意人事） 

（参考２） 
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